８　刷　修正表　　その２
	頁数
	段
	行　数
	旧
	新
	備　考

	１７９
	上
	後５行目
	平成１９年１０月現在、
	平成２０年４月現在
	

	
	下
	前２行目
	介護保険料として１０００分の１２．３が必
	介護保険料として１０００分の１1．３が必
	

	１８０
	
	イラスト
	平成１９年１０月１日現在
	平成２０年４月１日現在
	

	１８２
	上
	後７行目
	ています（平成１９年4月１日現在）。このうち
	ています（平成２０年４月１日現在）。このうち
	

	１８３
	
	イラスト
	平成１９年4月現在
	平成２０年４月１日現在
	

	１８４
	上　
	前２行目
	社会保険のうち健康保険と厚生年金（７０歳
	社会保険のうち健康保険（７５歳未満の者）と厚生年金（７０歳
	赤字挿入

	２０２
	下
	前４行目～６行目
	解雇するかといった方法を、とらざるをえません。
労働基準法では、即時解雇や休業手当の支
	即時解雇するなどの措置が考えられます。
労働基準法では、解雇予告手当や休業手当の支
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	前９行目
	とはいえ、これらの措置は・・・・（民法第６２８条ただし書き）。
	労働契約法第１７条は「やむをえない事由がある場合でなければ」契約期間の途中での解雇は出来ないとしています。この「やむをえない事由」には経営上の問題も含まれると解されるので、派遣労働者が残りの契約期間の賃金支払いを求めた場合の対応が問題となります。話し合いで解決できなければ、最後は裁判で決着をつけるしかないでしょう。
	

	２１４
	下
	前２行目
	（日々雇用される者を除く）でも、育児・介　
	（日々雇用される者を除く所定労働時間６時間以上の者）は育児・介護
	

	２１５
	
	
	はけんけんぽについて
	日雇指針概要
0831-ver8-hiyatoi-shishin.doc参照
	

	２１６
	
	
	一般労働者派遣事業の許可申請に必要とされること
	
	

	２４０
	
	資料
	（最終改正　平成１７年厚生労働省告示第２３５号）
	（最終改正　平成２０年２月２８日厚生労働省告示第３７号）
	

	２４７
	
	資料
	最下段に追加
	１３　情報の公開
　派遣元事業主は、派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働者派遣の実績、派遣料金の額、派遣労働者の賃金の額、教育訓練その他事業運営の状況に関する情報を公開すること。
	


